
  
正塩素酸ナトリウムの 使用基準の改正に 関する添加物部会報告書 ( 案 ) 1 

1 . はじめに 

亜 塩素酸ナトリウムはわが 国において食品添加物として 指定されている 漂白剤、 殺菌剤のⅠ 

つであ り、 食品衛生法に 基づく現行の 使用基準では、 「かんきつ類果皮 ( 菓子製造に用いるも 

のに限る ) 、 さくらんぼ、 生食用野菜類、 卵類 ( 卵殻の部分に 限る。 以下この目において 同 

じ。 ) 、 ふき、 ぶどう及びもも 以外の食品に 使用してはならない。 亜 塩素酸ナトリウムの 使用 

量は、 正塩素酸ナトリウムとして 生食用野菜類 吸び卵類 にあ っては浸漬 液 lkg につき 0 ・ 509 以 

下でなければならない。 また、 使 m した 亜 塩素酸ナトリウムは、 最終食品の完成双に 分解し、 

又は除去しなければならない。 」とされている。 なお、 わが国において 認可されているその 他 

の塩素系の食品添加物は、 次亜塩素酸ナトリウム、 高度さらし粉、 次亜塩素酸水などがあ る。 

2. 使用基準改正の 概要 対象食品に「カズノ 使用基準の 内は、 ま行の使用基準の コ の調味加工品 ( 塩 カズノ コ 

を 除く ) 」を追加し、 使用金 は、 ] kg につき 0% 泊 以下であ る。 

カズノ コ は、 ニシンの卵巣を 原料とし、 塩 カズノコ、 干しカズノコ、 味付けカズノコ、 松前 はそれそれ製造方法が 漬 ・山海，等としてされる。 これらカズノ コ 異なる。 塩 カズノ コ は 、 

過酸は火末処理、 一般に、 卵巣を血抜きし、 5  した後、 カタラーゼ処理、 塩蔵 処理を経 

て 、 製造される。 干しカズノ コ は、 一般に、 適当に整形した 後に 湘 "    乾燥 し ，製造される。 

味付けカズノ コ は，一般に、 剃度， ;      " に調味 液に沸   するか、 調味 料 ，香辛料等を 添加し 

て加工処理を 施して製造される。   公 前 漬 、 山海漬などは、 塩 カズノコ若しくは 味付けカズノ コ 一 一 
く 0 )l @l は 玉     け カズノ コ の ほ Ⅰ て丼 ¥1 、 松前漬や @U 梅漬 の ；；；；ⅡⅠ二品に 用いられるカズノ コ であ る。 

なお、 カズノ コ は加熱等の殺菌処理を 行 う ことは困難であ ることから、 現在、 使用基準の改 

正について要請を 受けているも は 加工段階で特別な 殺菌処理を施すことなく 

製造生産されており、 今般『正塩素酸ナトリウムをこれらカズノ コ の殺菌 料 として使用できる 

ようにするものであ る。   "-          a @ 「 ・ +@ ァ イ "/ " Ⅰ「 「 イ巨 "     ユユ   ""   

3. 諸外国における 使用 4 お兄 
米国においては、 殺菌 料 として正塩素酸ナトリウム 溶液と一般に 安全とされる 酸 (GRA 岱物 

質 ) を 混合させた酸性化亜塩素酸ナトリウム 溶液の畜肉・ 畜肉製品、 農産物への使用のほか、 

水産物の洗浄、 解凍、 輸送、 保存の目的に 使 m が認められている。 なお、 米国では、 二酸化塩 

素についても、 殺菌 料 として鶏肉加工や 生食用以覚の 果実や野菜への 使 m が認められている。 

ELn では、 正塩素酸ナトリウム 及び二酸化塩素の 使用は許可されていない。 

なお、 皿 OAVHO 合同食品添加物専門 G 会議 UECFA) において、 本物質の評価は 行われて 

いないが、 W Ⅱ 0 は飲料水質ガイドラインの 対象物質の一つとして 評価 ( 耐用一日摂取量 :TDI 

0 ・ 03m 鯛緯 体重日 )  している。 

・ 下 線部は、 前回の報告書から 変更した箇所であ る。 
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表 3  正塩素酸 Na 濃度による一般 生 菌数と pH の変化 

最長 耕 手間 ( け 

対照仙田 50D ㎝ 100D ㎝ 

ほ 「 ル (d PH (C 円 Zd PH ほ FU/ 回 Ⅰ H 

調製 時 B7 68 &9 
O Z9X104 6.3 Z9X104 6.3 2gXW 6. S 

6 ZgXW 6. Ⅰ 1.5X  W ㏄ 6.2 1.2X  l ぴ 6. 2 

哲 B8X104 5.9 ま 6X  W 6.0 2,gX  W 6.0 

暴露時間㈹ 250D ㎝ 500D ㎝ 1O ㎝ p ㎝ 

(GFu/ 田 PH に Ⅲ Z 田 

調製 時 7.0 PH ほ Ⅳ ま ⅠⅡ 

0 Z9X104 6.3 Z9X104 7.S 7. 8 

6 1.Ox] Ⅳ 6.2 1.OXl ㏄ 6.3 ZgXl Ⅳ M,4 

24 43X103 6.0 2,8X  W 6.1 「． 4X1 び 6. 2 
      

④漂白作用について 

要請者より殺菌処理時の 亜塩素酸ナトリウムの 浸漬 液 (pH6 前後 ) において、 正塩素酸ナト 

リウムによるカズノ コ の漂白が若干起こるが、 調味加工工程で 醤油などの調味料により 色が付 

けられるため、 最終製品においてその 漂白がカズノ コ の品質に及ぼす 影響はないと 述べられて 

いる。 

(2) カズノコ中に 残存する 亜 塩素酸塩について " 騰 
要請者より、 実際の製造ラインに 準じた正塩素酸塩の 残存量の推移について 検討された デ一 

タが 提出されている。 ( 表 4) 提出されたデータでは、 正塩素酸ナトリウム 50%Pm で 24 時間 

処理したカズノ コ をボース 5 。 の塩水 15L 浸漬し、 3 時間後に同塩水を 捨て、 再び塩水 15 」を 

加え、 合計 32 時間まで計 4 回の浸漬 鵜手 が行われている。 試料溶液の調製手順は、 カズノ コ を ぬ山一 %" 韮壮 
" "@ 鞭 % &" 珊 " 。 " 適 赳端 "" 沖 

その結果、 正塩素酸ナトリウムの 残存量は換 水 毎に減少し、 洗浄 32 時間後に検出限界以下 

れ血鯛 籠 : 食品中の食品添加物分析法 ) になることが 示されている。 

表 4  実際の製造ラインに 準じた正塩素酸塩の 残存星 

洗 浄 条 件 
合計時間 

Clo," 抽 p 而 
カズノ コ 

(% Ⅰ ) DH 

ア 正塩素酸 Na 処理後 o 2o ア ． @  21@.2 203.0 5. 9 

イ ボース 5 。 の塩水洗浄い 回目 ) 3 72. 1 74.2 81.2 5.9 

ゥ ボ ーメ 5 。 の塩水洗浄 (2 回目 ) 8 25.3  32.8 34.8 5.9 

ェ ボース 5 。 の塩水洗浄 (3 回目 ) 24 6.5 5.4 3.6 5.9 

オ ボー メ 5 。 の塩水洗浄 (4 回目 ) 2n くり N.D Ⅳ D N.D 5.9 

推移 亜 塩素酸 Na 処理一 500Ppm(pH 末 調整、 24 時間暴露 ) Ⅳ D く Cl02- l ppm 

朋乃の DH ( カズノコ重量に 対し 9 倍量のイオン 交換水を加え 破砕した液の m 巾 

・添加回収率 :87.9 土ま窩 @n Ⅰ 目 

一 20 一 



また、     の国立医薬品食品衛生研究所の 分析法に従 い 、 実際の製造ラインに 準じて製造され 

た 醤油漬けカズノ コ (5 検体 ) の 亜 塩素酸塩の残留 量 を調 岱 たところ、 亜 塩素酸塩は検出され 

なかったと報告されている。 ( 定量限界 : 5% め 

鎖担妾 カズノ コ ( 調味加工品 ) からの 亜 塩素酸ナトリウムの 分析法の検討について 

( 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部 ) 

野菜等に付着した 亜 塩素酸ナトリウムの 分析法は、 「第 2 版食品中の添加物分析法」に 収載 

されており、 水で抽出後、 ODS カートリッジを 通し、 紫外部吸収検出器によるイオンクロマ ト 

グラフィ一で 定量するものであ り、 測定限界は lml% 簿 とされている。 しかしながら、 味付けカ 

ズノ コ における正塩素酸ナトリウムの 分析は 、 5% 程度の食塩を 含み、 魚卯の タンパクが溶出し 

てくることから、 妨害が多く測定が 困難であ る。 

そこで、 試料から㎞ M 炭酸ナトリウムで 抽出し、 限外 る 過による 除 蛋白、 銀 カラム及びて 陽イ 

オン交換カートリッジによる 脱塩後、 電気伝導 度 検出器によるイオンクロマトバラフィ 一で測 

定する方法を 新たに作成し、 分析を試みた。 この新法では、 かなりの妨害物質の 除去が可能と 

なったものの、 依然として 亜 塩素酸イオンピークの 近傍に妨害ピークが 見られることから、 測 

定限界は 5m 目結程度とするのが 妥当と考えられる。 新法を用いて、 亜 塩素酸ナトリウムを 使 

用していない 味付けカズノ コ に 5m 囲喀 の 亜 塩素酸ナトリウムを 添加した場合の 回収率を求めた 

ところ、 5 回の繰り返し 試験で 88.0 土 3.7% と 良好な結果が 得られた。 

(3) 正塩素酸ナトリウム 処理のカズノ コ を含有する調味加工品から 調味液への正塩素酸塩の 移行 

ほ ついて 

亜 塩素酸ナトリウム 処理のカズノ コ を合   する諸味加工品から 諸味液への 亜 塩素酸塩の移行 

ほ ついて検討されたデータが 提出されている。 2 市販されているカズノ コ の味加工品として 種類の松前， と 2 種類の山 ( わさび ) 漬を 

用いて正塩素酸ナトリウム 51)Dm の添加回収試験を 行ったところ、 それそれ 70.1 土 4.8%% 、 73 、 6 

土 2. 鱗 、 ㏄， 7%U. 既 、 78.6 士 6% 光の回収率であ った。 

そこで、 正塩素酸ナトリウム 処理のカズノ コ を含有する 謂味 加工品からの 調味液への正塩素 

酸塩の移行について 確認するため、 正塩素酸ナトリウムを 残存させたカズノ コ に調味液を添加 

し 、 調味 液 添加後のカズノコ 及び諸味 液 の 亜 塩素酸ナトリウム 含   且の定量を行った。 

正塩素酸ナトリウムを 101.      血 残留するカズノ コ に醤油調味液を 添加したとき、 亜 塩素酸 

．ナトリウムは (32. 醤油漬けカズノ コ に 32.4pom  悩 ) 残存し、 ， 味液へ 27.3  血色 7,0% ると 片 

していた。 ( 表 5    亜 塩素酸ナトリウムを 8,lUDm 及 び舛 ． 6      Ⅲ残存させたカズノ コ について 

は 、 醤油調味 液 の正塩素酸ナトリウムの 含有量は検出限界以下であ った。 

表 の正塩素酸ナトリウム 5  醤油， け カズノ コ & ぴ 調味 液 含量 ( 平均値 ) 

洗浄カズノ コ 醤油漬けカズノ コ 醤油調味酒 一 32.4PTOD " 抽 " 
24.6ppm <5.0ppm "" 胆 
8.1ppm くも 朋 mw 鯨 舐り く ㎏． mcm( ㎏ め 

ヨ n= 
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5. 食品安全委員会により 評価された 正 塩素酸ナトリウムの 一日摂取許容量について 
食品安全基本法 ( 平成 15 年法律 第穏号 ) 第 24 条第 1 項第二号の規定に 基づき、 平成 15 年 

10 月 20 日付厚生労働省発 会安 第 1020 ㏄ 4 号に よ り食品安全委員会あ て意見を求めた 正塩素酸 

ナトリウムに 係る食品 窩 影響評価について、 以下のとおり 評価案が昏されている。 一 
6, 1 日摂取量の推定等 

食品安全委員会の 食品健康影響評価の 結果の通知によると、 

亜 塩素酸ナトリウムの 使用が認められる 食品は、 生食用野菜類、 かんきつ類、 果皮 ( 菓子 型 

造 に用いられるものに 限る ) 、 さくらんぽ、 ふき、 ぶどう、 ももであ り、 それらのⅠ 日 摂取量 

は ついて、 過剰な見積もりになることを 前提に「平成 13 年度統計局食糧需給」の 果実、 野菜の 

値をもとに推定し、 カズノ コ ( 調味加工品 ) については、 国内生産量をもとに 推定した (0 ・ 2 び日 ) 

ところ、 対象食品のⅠ 日 摂取量は、 398 引日と推定された。 

過剰な見積もりでは あ るが、 日本人の平均体重を 5 皿 9 とし、 対象食品に現公定法における 検 

出限界 Ulm 國 め 程度の亜塩素酸ナトリウムが 含まれていたと 仮定した場合、 1 日に摂取される 亜 

塩素酸ナトリウムの 量は 7. ㏄Ⅱ 捌 碑林重日笠塩素酸イオンとして 5. 射倖 撰く 9 体重 7 日 ) と 推定さ 

れる。 

同様にカズノ コ に、 今回の使 m 基準改正の要請を 受けて国立医薬品食品衛生研究所において 

検討された 現 公定法の改正法における 検出限界 (5m 捌轄 ) 程度の亜塩素酸ナトリウムが 含まれ 

ていたと仮定した 場合、 カズノ コ ( 調味加工品 ) 由来のⅠ日に 摂取される 亜 塩素酸ナトリウム 

の量は 0 ・ 02 Ⅱ 撰 Kg 体重 7 日 ( 亜 塩素酸イオンとして 0.015 川副 簿体詞或と 推定される。 

7. 使用基準案 
亜 塩素酸ナトリウムを「カズノ コ の調味加工品 ( 塩 カズノ コ を除く ) 」に使用できるように 

現行の使用基準に 次のとおり下線太字の 部分を追記する。 

( 改正案 ) 

正塩素酸ナトリウムは ，カズノ コ の調味加工品 ( 塩 カズノ コ を除く ) 、 かんきつ類果皮 ( 菓 

子製造に用いるものに 限る。 ) 、 さくらんぽ、 生食用野菜類、 卵類 ( 卵殻の部分に 限る。 以下 

この目において 同じ。 ) 、 ふき、 ぶど う 及びもも以覚の 食品に使用してはならない。 

亜 塩素酸ナトリウムの 使用量は、 亜 塩素酸ナトリウムとして、 カズノ コ の調味加工品 ( 塩 カ 

ズノ コ を除く ) . 生食用野菜及び 卵類 にあ っては 罠胃夜 lkg につき 0 ， 509 以下でなければなら 

ない。 また、 使用した正塩素酸ナトリウムは、 最終食品の完成双に 分解し、 又は除去しなけれ 

ばならない。 
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( 参考 ) 
これまでの経緯 
平成 U4 年 10 月 3 日 

平成 15 年 4 月 2] 日 

平成 ]5 年 5 月 19 日 

日
日
 

o
 

o
2
 

伶
く
 
Ⅰ
 

同
朋
 

6
 

｜
 

年
年
 

5
5
 

 
 

 
 

平成 ]5 年 ¥Q 同 23 日 

平成 ]5 年Ⅱ 月 ]8 日 

平成 16 年 9 月 8 日 

平成 16 年 9 月 30 日～ 

平成 16 年 ]0 同 27 日 

平成 16  年 10  月 7  目 

平成 16 年 ]1 同 18 日 

使用基準改正の 要請 
葉裏 ・食品衛生審議会へ 諮問 

葉裏 ・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会食品添加 

物調査会において 審議 
薬草・食品衛生審議会への 諮問取り下げ 

厚生労働大臣から 食品安全委員会会長あ てに使用基準改正 
に係る食品健康影響評価について 依頼 

第 16 回食品安全委員会 ( 依頼事項説明 ) 
末ム 第 2 回食品安全委員会添加物専門調査会 

第 ]2 回食品安全委員会添加物専門調査会 
第 63 回食品安全委員会 ( 報告 ) 
食品安全委員会において 国民からの意見聴取 
薬事 ・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 
第 70 回食品安全委員会 ( 審議、 評価結果通知 ) 

平成竹年 3 月 24 日 薬事 ・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 

●薬害・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 

倭司 

石田 裕美 女子栄養大学助教授 @ 成 17 年 1 月Ⅵ 日 より ) 

小沢 理恵子 日本生活協同組合連合会くらしと 商品研究室長 

工藤 一郎 昭和大学薬学部教授 

鈴木 久乃 日本栄養士会会長 ( 平成 17 年 1 同 30 日まで ) 

棚元 憲一 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部長 

0  長尾 美奈子 共立薬科大学客員教授 

中澤 裕之 星 薬科大学薬品分析化学教室教授 

成田 弘子 日本大学短期大学部非常勤講師 ( 平成 ]7 年Ⅰ同 30 日まで ) 

西島 基弘 実践女子大学生活科学部食品衛生学研究室教授 

堀江 正一 埼玉県衛生研究所 水 ・食品担当部長 ( 平成 17 年 ] 月 引日よの 

米谷 民雄 国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

山川 隆 東京大学大学院農学生命科学研究科助教授 

山添 康 東北大学大学院薬学研究科教授   独立行政法人国立健康・ 栄養研究所健康・ 栄養調査研究部長 

四方山千佳子 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第一室長 

(0: 部会長 ) 
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●薬室・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会食品添加物調査会 
開催年月日 

平成 ]5 年 5 月 19 日 

[ 委員 ] 

鈴木 勝 士 日本獣医畜産大学生理学教授 

関田 清司 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター 毒性第二室長   

出川 雅邦 静岡県立大学薬学部衛生化学教室教授 

中澤 裕之 星 薬科大学薬品分析化学教室教授 

  林真 l 国立医薬品食品衛生研究所要 斜 生生物試験研究センタ 一変異遺伝部長   

  国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター 総合評価研究 

室主任研究官 

q  廣瀬雅雄 l 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物 識 研究センター 病理部長 

福島 昭治 

山崎 壮 

大阪市立大学医学部長 

国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部 第 室長 

吉池 信男 独立行政法人国立健康・ 栄養研究所健康・ 栄養調査研究部長 

四方田千佳子 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第一室長 

(0: 調査会座長、 Ⅱ 名 ) 
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W4 

0  亜 塩素酸ナトリウムに 関する指摘事項一覧 ( 平成 ¥6 年 1(@ 同 7 日開催 ) 

Ⅲ 塩 カズノ コ や子 し カズノ コ などカズノ コ の加工の種類を 示した上で、 松前漬け 

等に代表されるようなカズノ コ ( 調味加工品 ) の対象範囲として 想定され ぅる カ 
ズノ コ が含まれる加工食品の 範囲、 加工段階毎の 生産地及び生産量を 示すこと。 
また、 想定されるカズノ コ ( 調味加工品 ) の製造工程を 示し、 正塩素酸ナトリウ 

ムの 添加、 分解、 除去工程、 調味を具体的に 説明すること。 

(2)  実際の製造ラインに 準じた 亜 塩素酸塩の残存 量 にかかる試験につき、 試料溶液 

の調製手順、 イオンクロマトバラフィ 一のクロマトバラム 等具体的な測定結果を 
示すこと。 

㈹ 国立医薬品食品衛生研究所において 実施された「カズノ コ ( 調味加工品 ) から 
の亜 塩素酸ナトリウムの 分析について」等を 参考に実際の 製造ラインに 準じて製 
造されたカズノ コ ( 調味加工品 ) の 亜 塩素酸塩の残存量を 示すこと。 

(4) ①松前漬けなどカズノ コ ( 調味加工品 ) を含む加工食品中の 亜塩素酸ナトリウ 
ム 0 分析の可否、 ② 亜 塩素酸ナトリウムで 処理されたカズノ コ で， 亜 塩素酸ナ 

トリウムを故意に 残存させたものから 調味 液 等への正塩素酸ナトリウムの 移行星 
についてイオンクロマトバラフィ 一の タロマ トバラム等具体的な 測定結果ととも 
に 示すこと。 
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